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◼ 協会や出展者等が、物品・サービスの調達や工事の実施等に当たって遵守する
「持続可能性に配慮した調達コード」を 2024年１月に策定以降、運用中

• 協会との契約においては、事業者に誓約書やチェックシートの提出を要請
するとともに、周知を図っている

• 協会ホームページに、よくあるご質問を掲載

◼ 調達コードについて、不遵守に関する通報を受け付け、
   適切に対応するための通報受付窓口を2024年10月に設置

2025年7月22日時点で、通報受付件数は０件

• 通報受付窓口の周知のために、右記の日英併記した
「ポスター兼チラシ」を協会ホームページに掲載

参考：公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会「調達コードの通報受付窓口のご案内」

https://expo2027yokohama.or.jp/wp-content/uploads/2025/05/31_Grievance_Mechanism_Poster_Flyer_20250401.pdf
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